
参考１ 

国保組合用 

 

 

出産育児一時金の支払に関する契約書（案） 

 

 平成２３年１月３１日保発０１３１第４号厚生労働省保険局長通知「出産育児一時金等の支給申請及

び支払方法について」の別添１「「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱」（以下

「実施要綱」という。）に基づいて行う出産育児一時金の支払に関する事務について、●●国民健康保険

組合（以下「甲」という。）と●●都道府県国民健康保険団体連合会（以下「乙」という。）との間に、

次のように契約する。 

 

第１条 乙は、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）の規定により出産育児一時金の受給権を

有する組合員に代わり出産育児一時金を代理受領する健康保険法（大正１１年法律第７０号）第６３

条第３項第１号に掲げる病院若しくは診療所又は助産所（以下「医療機関等」という。）に対し、甲が

支払うべき出産育児一時金の支払に関する事務を受託する。 

第２条 乙は、医療機関等から実施要綱第２の２の（２）③アⅰ）により、毎月１０日までに提出され

た専用請求書（実施要綱に定める専用請求書をいう。以下同じ。）について、実施要綱第２の３の（２）

に規定する支給要件等の確認（記載内容に不備があった場合の医療機関等への返戻を含む。以下同じ。）

を行い、医療機関等から専用請求書の提出があった月（以下「提出月」という。）の別表１に定める請

求日までに当該出産育児一時金を甲に請求するものとする。 

２ 乙は、医療機関等から実施要綱第２の２の（２）③アⅱ）により、毎月２５日までに提出された専

用請求書について、実施要綱第２の３の（２）に規定する支給要件等の確認を行い、別表２に定める

請求日までに、当該出産育児一時金を甲に請求するものとする。 

３ 乙は、医療機関等から実施要綱第２の２の（２）③イにより、毎月１０日までに提出された専用請

求書について、実施要綱第２の３の（２）に規定する支給要件等の確認を行い、別表２に定める請求

日までに、当該出産育児一時金を甲に請求するものとする。 

４ 前３項の請求に当たっては、医療機関等から紙媒体により提出された専用請求書については、専用

請求書及び連名簿を、光ディスク等により提出された専用請求書については、連名簿を、甲の体制に

応じ、紙媒体又は光ディスク等のいずれかを選択して送付するものとする。 

第３条 乙から前条第１項の規定による請求を受けた甲は、別表１に定める収納日までに当該出産育児

一時金を乙に支払うものとし、乙は、別表１に定める支払日までに、医療機関等にこれを支払うもの

とする。ただし、医療機関等への支払に関して、特別な事情がある場合は、この限りではない。 

２ 乙から前条第２項の規定による請求を受けた甲は、別表２に定める収納日までに、当該出産育児一

時金を乙に支払うものとし、乙は、別表２に定める支払日までに、医療機関等にこれを支払うものと

する。ただし、医療機関等への支払に関して、特別な事情がある場合は、この限りではない。 

３ 乙から前条第３項の規定による請求を受けた甲は、別表２に定める収納日までに、当該出産育児一

時金を乙に支払うものとし、乙は、別表２に定める支払日までに、医療機関等にこれを支払うものと

する。ただし、医療機関等への支払に関して、特別な事情がある場合は、この限りではない。 



第４条 甲は、その資格確認等により支払が過誤と判明した出産育児一時金については、乙を通じて返

還を求めることができる。この場合、乙は、過誤払が行われた医療機関等からの戻入による清算又は

当該医療機関等に支払われる他の出産育児一時金等（当該出産育児一時金を支払った甲又はそれ以外

の保険者から乙を通じて支払われるもの（国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号）、地方

公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）及び私立学校教職員共済法（昭和２８年法律第２

４５号）に規定する出産費及び家族出産費並びに健康保険法並びに船員保険法（昭和１４年法律第７

３号）に規定する出産育児一時金及び家族出産育児一時金を含む。）に限る。）の充当による清算を行

うことができる。 

２ 甲は、前項の規定による出産育児一時金の返還を求める場合は、過誤払が行われた医療機関等へ事

前に連絡するものとする。 

３ 第１項に規定する清算は、医療機関等と甲との間で清算が可能な場合に限り行うものとする。 

４ 概ね１年を超えて過誤の清算が行えない事例が生じた場合、乙は、当該過誤の申出に係る関係書類

を甲へ返還し、以降、当該事例に係る清算を行わないものとする。 

第５条 甲は、第３条の規定による支払と同時に、本契約に定める事務の事務費として、金２１０円（消

費税相当分金１５円を含む。）に出産育児一時金の医療機関等への支払件数を乗じて得た金額を乙に支

払うものとする。 

第６条 第３条に規定する収納日までに第２条の規定により請求した出産育児一時金が甲から支払われ

ないときは、乙は、当該出産育児一時金を立て替えて医療機関等に支払うものとする。この場合、甲

は、速やかにこの立替金及び当該収納日の翌日から年５．０％の割合で計算した立替金利を乙に支払

わなければならない。 

２ 第３条に規定する収納日までに前条に規定する事務費が甲から支払われない場合、甲は、当該収納

日の翌日から年５．０％の割合で計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。 

第７条 甲は、この契約の実施に必要な限度において乙の帳簿ほか関係書類を閲覧し、乙に対し説明を

求め、及び報告を徴することができるものとする。 

第８条 この契約による業務遂行に当たり知り得た個人情報の取扱いについては、別記「覚書」による

ものとする。 

第９条 この契約の当事者いずれか一方がこの契約による義務を履行せず、事業遂行に著しく支障を来

たし、又は来たすおそれがあると認めるときは、その当事者の相手方はこの契約を解除することがで

きるものとする。 

第１０条 この契約の当事者いずれか一方が故意又は過失により契約に反して相手側に損害を与えた場

合は、相手側に対する損害賠償の責任を負うものとする。 

第１１条 この契約の有効期間は、平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日までとする。 

第１２条 この契約の有効期間終了１か月前までに甲又は乙から、何等の意思表示をしないときは、終

期の翌日において向う１か年間順次契約の更新をしたものとみなす。ただし、別表は、契約更新の都

度、新たに定めるものとする。 

第１３条 この契約条項又はこの契約に定めのない事項について紛争又は疑義が生じたときは、双方協

議のうえ解決するものとする。 

 



附 則 

第１条 甲と乙との間で、平成２２年●月●日付けで締結した出産育児一時金の支払に関する契約は、

平成２３年３月３１日をもって解約する。 

第２条 第６条の規定による立替金利及び遅延利息の支払については、やむを得ない理由があると認め

られる場合には、双方で協議のうえ解決するものとする。 

 

 上記契約の確実を証するため本書２通を作成し、双方記名押印のうえ、各１通を所持するものとする。 

 

  平成２３年４月１日 

 

 

                   甲    ●●国民健康保険組合 

                          理事長   ● ● ● ● 

 

                   乙    ●●県国民健康保険団体連合会 

                          理事長   ● ● ● ●

 



 

別表１ 

 

平成３０年度納入期日（１０日提出正常分娩分） 

 

 

専用請求書提出月 請求日 収納日 支払日 

平成３０年 ４月 ４月２３日(月) ５月７日(月) ５月１０日(木) 

   ５月 ５月２３日(水) ６月１日(金) ６月６日(水) 

６月 ６月２２日(金) ７月３日(火) ７月６日(金) 

   ７月 ７月２４日(火) ８月２日(木) ８月７日(火) 

   ８月 ８月２３日(木) ９月３日(月) ９月６日(木) 

   ９月 ９月２５日(火) １０月４日(木) １０月１０日(水) 

   １０月 １０月２３日(火) １１月１日(木)  １１月６日(火) 

   １１月 １１月２２日(木) １２月４日(火) １２月７日(金) 

   １２月 １２月２１日(金) 
平成３１年 

１月８日(火) 

平成３１年 

１月１１日(金) 

平成３１年 １月 １月２４日(木) ２月４日(月) ２月７日(木) 

   ２月 ２月２２日(金) ３月５日(火) ３月８日(金) 

   ３月 ３月２２日(金) ４月３日(水) ４月８日(月) 

 



別表２ 

 

平成３０年度納入期日（１０日提出異常分娩分・２５日提出正常分娩分） 

 

 

専用請求書提出月 請求日 収納日 支払日 

平成３０年 ４月 ５月７日(月) ５月１７日(木) ５月２１日(月) 

   ５月 ６月６日(水) ６月１８日(月) ６月２０日(水) 

６月 ７月５日(木) ７月１８日(水) ７月２０日(金) 

   ７月 ８月６日(月) ８月１６日(木) ８月２０日(月) 

   ８月 ９月５日(水) ９月１８日(火) ９月２０日(木) 

   ９月 １０月５日(金) １０月１８日(木) １０月２２日(月) 

   １０月 １１月６日(火) １１月１６日(金) １１月２０日(火) 

   １１月 １２月６日(木) １２月１８日(火) １２月２０日(木) 

   １２月 
平成３１年 

１月４日(金) 

平成３１年 

１月１７日(木) 

平成３１年 

１月２１日(月) 

平成３１年 １月 ２月５日(火) ２月１８日(月) ２月２０日(水) 

   ２月 ３月６日(水) ３月１８日(月) ３月２０日(水) 

３月 ４月８日(月) ４月１８日(木) ４月２２日(月) 

 


